特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の

指定申請・報酬について
令和６年４月

府中市
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１　指定申請について
　特定相談支援事業・障害児相談支援事業については市が指定を行います。以下のとおり申請をお願いします。
（１）申請書類準備
指定申請書や添付書類は、府中市のホームページからダウンロードすることができます。必要書類についてはＰ２～３をご確認ください。
ホームページ記載場所：府中市トップページ⇒「健康・福祉」⇒「障害のある方への支援」⇒「障害のある方への医療・助成」⇒「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定等について」
（２）申請・受理
指定申請の書類は、指定希望月の前々月の２０日までに障害者福祉課給付係にご提出ください。
	届出内容
	提　出　期　限

	新規申請
	指定を受けたい月の前々月の２０日まで（１日付で指定）

	変更
	変更日から１０日以内

	廃止・休止
	予定日の１か月前

	再開
	再開日から１０日以内

	指定更新
	有効期間の１か月前

	加算
	異動年月日の前々月の末日まで


例）令和７年１月１日から事業を新規で行う場合、申請書は１１月２０日までに提出してください。

○受付時間　８：３０～１７：１５（土日祝除く）

TEL　０４２－３３５－４０８７（直通）
（３）審査
　申請内容が人員、設備及び運営基準等を満たしているか書類審査を行います。記入漏れや書類の不備などがあった場合は指定希望日に間に合わないこともありますのでご注意ください。
（４）指定・告示
　新規申請の場合、原則として１日付で指定を行います。指定月の前月末に指定通知書を事業所あてに送付いたします。指定通知書の再発行はできかねますので、大切に保管してください。また、指定日付で告示します。
２．指定申請に係る提出書類について
（１）新規申請の場合

　以下の書類をそろえて、ご提出ください。ただし、指定申請の提出期限までに間に合わない書類がある場合は、事前に障害者福祉課給付係までご相談ください。
	様式名
	備考①（添付資料等）
	備考②（その他）

	指定申請書
	
	第1号様式

	付表　指定に係る記載事項
	
	付表

	他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について
	
	別紙

	指定申請に係る添付書類一覧

	１
	申請者の登記事項証明書又は条例等
	当該事業が記載されており、法人の行う事業として位置づけられていること。
登記：現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（３か月以内に発行されたもの）
	

	２
	事業所の平面図
	面積がわかるもの
	参考様式１

	３
	備品等一覧表
	
	参考様式２

	４
	管理者の経歴
	
	参考様式３

	
	相談支援専門員の経歴
	相談支援従事者初任者（現任）研修の終了した旨の証明書
※相談支援従事者一日研修を受講された方は、併せて障害者ケアマネジメント研修の修了証も添付して下さい。
	参考様式３

	５
	相談支援専門員の実務経験証明書
	実務経験を満たすか満たす見込みであることの証明書
	参考様式４
参考様式５

	６
	運営規程
	
	

	７
	利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
	
	参考様式６

	８
	主たる対象者を特定する理由等
	
	参考様式７

	９
	誓約書
	特定相談支援事業
	参考様式８

	
	
	障害児相談支援事業
	参考様式９

	１０
	従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
	
	参考様式１０

	１１
	就業規則
	
	

	１２
	契約書
	利用者と交わす契約書の見本
	

	１３
	印鑑証明書
	
	

	１４
	業務管理体制の整備に関する事項の届出書
	特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を法人内で初めて運営する場合のみ
	第7号様式

	１５
	Ｅメールアドレス登録票
	
	


※上記の書類以外に、事業の開始までに東京都に事業開始届を提出していただく必要があります。様式については、東京都のホームページに掲載されています。
（記載場所：東京都障害者サービス情報－書式ライブラリー－Ｅ 事業開始届）
（２）変更の場合
	様式名
	備考①（添付資料等）
	備考②（その他）

	変更届出書
	
	第４号様式

	付表　指定に係る記載事項
	
	付表

	他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について
	
	別紙

	以下、変更箇所について該当するものを添付してください。

	１
	申請者の登記事項証明書又は条例等
	当該事業が記載されており、法人の行う事業として位置づけられていること。
登記：現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（３か月以内に発行されたもの）
	

	２
	事業所の平面図
	面積がわかるもの
	参考様式１

	３
	備品等一覧表
	
	参考様式２

	４
	管理者の経歴
	
	参考様式３

	
	相談支援専門員の経歴
	相談支援従事者初任者（現任）研修の終了した旨の証明書

※相談支援従事者一日研修を受講された方は、併せて障害者ケアマネジメント研修の修了証も添付して下さい。
	参考様式３

	５
	相談支援専門員の実務経験証明書
	実務経験を満たすか満たす見込みであることの証明書
	参考様式４

参考様式５

	６
	運営規程
	
	

	７
	利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
	
	参考様式６

	８
	主たる対象者を特定する理由等
	
	参考様式７

	９
	誓約書
	特定相談支援事業
	参考様式８

	
	
	障害児相談支援事業
	参考様式９

	１０
	従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
	
	参考様式１０

	１１
	就業規則
	
	

	１２
	契約書
	
	

	１３
	印鑑証明書
	
	

	１４
	業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書
	
	第8号様式

	１５
	Ｅメールアドレス登録票
	
	


３．事業所等の要件について
指定申請をする前に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」等を熟読していただき、法令を遵守してください。

（1） 人員要件
ア　管理者
　　常勤・非常勤は問いません。なお、管理者は相談支援専門員である必要はありません。
イ　相談支援専門員
　以下の条件を両方とも満たしていること。また、常勤・非常勤は問いません。
(ｱ)都道府県等が実施する相談支援従事者初任者（現任）研修等を受講した方。
(ｲ)実務経験を満たす方。実務経験についての詳細は、相談支援専門員の要件をご参照ください。

ウ　兼務について
業務上または管理上支障がない場合は、同一事業所の他の職務や、他の事業所等の職務に兼務することができます。
ただし、相談支援専門員が他事業と兼務した場合、その事業における人員基準等を満たしているか確認してください。
また、相談支援専門員が他の事業所と兼務している場合、直接サービス提供を行うか否かに係わらず、当該事業所の利用者に対して継続サービス利用支援や更新・変更時のサービス利用支援を行うことは原則的にできません。
なお、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所は一体的に運用されるものとされており、同一の方がそれぞれの事業に従事することは可能です。
（2） 設備要件
　ア　事務室･･･他の事業と同一の事務室であっても、間仕切り等により相談支援で利用することが区分されていれば問題ありません。（業務に支障がない場合は、区分がされていなくても計画相談支援事業を行うための区画が明確に特定されていれば構いません。）
イ　受付等のスペース･･･利用申込の受付・相談・サービス担当者会議等に対応できるスペースがあること。
ウ　備品･･･個人情報を保管できる鍵付きのキャビネットや、机・いす等があること。（他の事業所等と同一敷地内にあり、事業の運営に支障がない場合は、他の事業所等の備品を使用しても問題ありません。）

４．報酬について
報酬は月額単価となります。
相談支援専門員の取扱い件数は一人当たり月３５件程度を標準とし、相談支援事業所全体の対象者の数の前６か月の平均が一人当たり月４０件以上の場合、サービス利用支援費Ⅱ・継続サービス利用支援費Ⅱ・が算定されます。
計画相談支援・障害児相談支援の利用者負担額はありません。
なお、現在の府中市（３級地）の単位数単価は１０．９円です。
報酬単位については、厚生労働省ホームページより、障害福祉サービス費等の報酬算定構造.pdfをご確認ください。

５．参考資料

（１）特定相談支援事業
· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
· 指定計画相談支援の提供に当たる者として子ども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの
· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
（２）障害児相談支援事業

· 児童福祉法

· 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

· 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
· 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
· 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
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